
「長崎市中央部・臨海地域」都市再生委員会 

設  置  要  領 

 
（設  置） 

第１条 「長崎市中央部・臨海地域」の都市・居住環境整備基本計画の改訂、重点エリア

の整備計画の策定及び、都市再生緊急整備地域の指定等に関する事項について意見

交換及び必要な検討を行うため、「『長崎市中央部・臨海地域』都市再生委員会」

（以下「委員会」という。）を開催する。 

 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、「長崎市中央部・臨海地域」都市再生調整会議の求めに応じて、次に

掲げる事項について意見交換及び必要な検討を行う。 

（１）重点エリアの整備計画の策定に関すること 

（２）都市再生緊急整備地域の指定に関すること 

（３）都市・居住環境整備基本計画の改訂に関すること 

（４）その他必要な事項に関すること 

 

（組  織） 

第３条 委員会は、長崎県（以下「県」という。）・長崎市（以下「市」という。）協議のう

え専門家及び必要と認められる者をもって組織する。 

２ 委員の任期は、令和３年３月３１日までとする。 

３ 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

  ４ 第２条第１項第２号に定める、都市再生緊急整備地域の指定に関する検討を行う

場合は、都市再生委員会を「長崎都心地域 都市再生緊急整備地域準備協議会（以

下、「協議会」という。）」として別途要領を定め会議の運営を行うこととし、協議

会には専門委員を追加して組織する。 

 

（委 員 長） 

第４条 委員会に委員長を置き、当該委員のうちから、互選によって定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 委員長は、委員長に事故があるときの職務代理者を指名することができる。 

 

（委 員 会） 

第５条 委員会は、県が必要に応じて開催する。 

２ 委員会の議長は、委員長が当たる。 

３ 副知事・副市長等は、事務局の立場で委員会に出席し意見を述べることができる。 

４ 委員会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見又は説明

を聴くことができる。 

 

（庶   務） 

第６条 委員会の庶務は、次に掲げる所属において処理する。 

・ 県 土木部    都市政策課 

・ 市 まちづくり部 都市計画課 

 

（雑   則） 

第７条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 

参考資料２ 



 

 附   則 

この要領は、平成２１年７月３０日から施行する。 

  附   則 

この要領は、平成２２年１１月１５日から施行する。 

附   則 

この要領は、平成２３年１０月１８日から施行する。 

附   則 

この要領は、平成２５年１月２１日から施行する。 

附   則 

この要領は、平成２６年９月５日から施行する。 

附   則 

この要領は、平成２７年８月３日から施行する。 

  附   則 

この要領は、平成２９年３月１０日から施行する。 

  附   則 

この要領は、平成２９年８月１日から施行する。 

附   則 

この要領は、平成３０年５月７日から施行する。 

附   則 

この要領は、平成３０年１１月３０日から施行する。 

附   則 

この要領は、平成３１年１月２３日から施行する。 

附   則 

この要領は、平成３１年３月１８日から施行する。 

附   則 

この要領は、令和元年７月９日から施行する。 

附   則 

この要領は、令和元年７月２５日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 


